
橿原市第１期こども計画の進捗管理について

＜こども計画の概要＞

＜こども計画の進捗管理方法＞

・従来の子ども・子育て支援事業計画（前回計画）に加え、新規計画である「こどもの貧困対策推
進計画」「子ども・若者計画」を包含した幅広い計画となります。

・従来の子ども・子育て支援事業計画の対象者は就学児童やその保護者まででしたが、新たな計画
が加わり、いわゆる「ポスト青年期」を含めた40歳未満程度までが含まれます。そのため、教育・
保育だけでなく、就労や結婚、地域社会など幅広い事業が重要となります。

こども計画は、40歳未満程度までの若者が含まれるため、事業も非常に多岐に渡ります。事業は、
市として今後重点的に対応が必要である「重点施策」と、既存事業を整理した「関連事業」に大き
く分類しております。
今後、進捗管理を行っていくにあたり、関連事業は「総合計画」において詳しく評価しているた
め、本計画では年度毎の実施状況の報告のみに留め、市として重点的に対応が必要と思われる重点
施策に該当する取り組みについて詳しい進捗管理を行っていきたいと考えています。
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説明

アンケートや前回計画の評価等から浮かび上がってきた重
点施策１～４に該当すると思われる事業の報告様式

P２の施策体系に記載の関連事業に関する報告様式

子ども・子育て支援法で定められている「教育・保育と地
域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制」に関
する報告様式（本日の資料２を新様式に変更する予定）
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